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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成29年5月25日(2017.5.25)

【公開番号】特開2016-12266(P2016-12266A)
【公開日】平成28年1月21日(2016.1.21)
【年通号数】公開・登録公報2016-005
【出願番号】特願2014-133970(P2014-133970)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｑ  20/24     (2012.01)
   Ｇ０６Ｑ  50/10     (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｑ   20/24     　　　　
   Ｇ０６Ｑ   50/10     １６０　

【手続補正書】
【提出日】平成29年4月3日(2017.4.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
　前記他者受取額特定手段が、前記利用額情報に示されるクレジットカード利用額のうち
、前記複数の利用者のうちのイベント会場貸出者が受け取るべき金額である貸出者受取額
を特定するように構成され、
　前記他者受取額入金処理手段が、前記他者受取額特定手段により特定された貸出者受取
額の入金処理を、前記クレジットカード番号記憶部に記憶されている前記イベント会場貸
出者のクレジットカード番号に基づいて実行するように構成されている、
　請求項１乃至６の何れかに記載のイベント決済システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、前記態様において、前記他者受取額特定手段が、前記利用額情報に示されるクレ
ジットカード利用額のうち、前記複数の利用者のうちのイベント会場貸出者が受け取るべ
き金額である貸出者受取額を特定するように構成され、前記他者受取額入金処理手段が、
前記他者受取額特定手段により特定された貸出者受取額の入金処理を、前記クレジットカ
ード番号記憶部に記憶されている前記イベント会場貸出者のクレジットカード番号に基づ
いて実行するように構成されていてもよい。
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